
介護保険Cセレクト
ケア

介護・認知症選択型保障保険（無解約返戻金型）無配当

●保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
※保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。
※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

認知症診断一時金型

●認知症診断一時金は保険期間を通じて１回の
お支払いを限度とします。

一時金として200万円
［ 認知症診断一時金 ］

病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の器質
性認知症と医師によって診断確定されたとき、認知症診断一時金を
お受け取りいただけます。

認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始
（認知症診断責任開始期）は責任開始日からその日を含め
て180日を経過した日の翌日（181日目）からとなります。

ご契約年齢 50歳 60歳 70歳 80歳
男性
女性

2,560
3,100

40歳
1,800
2,080

4,160
5,160

8,660
11,280

20,200
28,120

こ
れ
で

家
族
も

安
心
だ
わ
！

￥
一時金

認知症に
一時金で備える
認知症に
一時金で備える

■上記ご契約例の月払保険料
　（口座振替扱）(単位：円)

▲
お支払事由に該当

ポイントポイント

1111
ポイントポイント

2222

ご契約例 ■保険期間・保険料払込期間：終身 ●保険契約の型：認知症診断一時金型 
●認知症診断一時金額：200万円

保障が一生涯続き、保険料は
上がりません！

認知症に一時金で備える
ことができます！

申し込める！申し込める！85858585 歳まで歳まで今
の
う
ち
に

考
え
て
お
こ
う
！



●要介護1一時金は保険期間を通じて1回の
お支払いを限度とします。

ご契約例 ■保険期間・保険料払込期間：終身 ●保険契約の型：介護一時金Ⅰ型 
●要介護1一時金額：200万円 

一時金として200万円
［ 要介護1一時金 ］

病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1一時金を
お受け取りいただけます。

●公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当してい
ると認定されたとき
●満65歳未満の被保険者について、約款所定の日常生活介護状態が
180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき

￥
一時金

■上記ご契約例の月払保険料
　（口座振替扱）(単位：円)

▲
お支払事由に該当

CHECK
● ご相談・お申込み先

2023-A-1253（2024/02/09）

介護一時金Ⅰ型介護に一時金で備える

●保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
●法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護
保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
※保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。
※生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

介護介護一時金で備える一時金で備える
にに

介護保険Cセレクト
ケア

介護・認知症選択型保障保険（無解約返戻金型）無配当

ポイントポイント

1111
保障が一生涯続き、保険料は
上がりません！

ポイントポイント

2222
介護に一時金で備える
ことができます！

ご契約年齢 50歳 60歳 70歳 80歳
男性
女性

2,880
3,180

40歳
1,980
2,120

4,720
5,320

9,940
11,460

22,940
28,040

申し込める！申し込める！
歳まで歳まで85858585

介
護
が
必
要
に
な
った

時
の
費
用
に
備
え

ら
れ
る
の
ね
！

こ
れ
な
ら
、

こ
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先

安
心
だ
ね
！


	Text2: 三井住命海上あいおい生命保険株式会社
近畿営業部大阪南支店
〒590-0952
大阪府堺市堺区市之町東　6-2-9　三井住友海上堺ビルF5
TEL：072-222-8071
	Text3: 株式会社SAライフ
596-0814
大阪府岸和田市岡山町751
TEL:072-443-0243 FAX:072-440-2146


